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１ 策定の目的など
１－１ 策定目的

子どもたちの
資質・能力を

一層確実に育成する
ための望ましい
学校のあり方
【教育の機会均等】

【教育水準の維持向上】

（１）児童生徒数の減少に伴う影響への対応に関すること。

（２）時代の変化に対応した
最適な指導・学習に関すること。

（３）多様な教育ニーズへの対
応に関すること。

（５）将来を見据えた学校施設
の整備に関すること。

（４）これからの学校と地域の
関わり方に関すること。

不登校児童生徒の増加

特別な支援を要する児童生徒の増加日本語指導が必要な児童生徒の増加

小規模校の増加 教員配置の状況

ICT機器の活用

小学校高学年での教科担任制

小中連携

社会に開かれた教育課程

地域に開かれた学校づくり

老朽化への対応

バリアフリー化

ZEB化

教育活動の不均衡

部活動地域移行
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１ 策定の目的など
１－２ 基本方針の位置づけ

第5次佐倉市総合計画

佐倉市教育大綱
令和６年度～令和９年度

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3）

教育、学術及び文化の振興に関する総
合的な施策について、その目標や施策
の根本となる方針を定めるもの

佐倉市教育施設長寿命化計画
教育施設の安全性を最優先に、機能性を確保することで、

良好な教育環境の維持・形成をめざす

（仮称）佐倉市におけるこれからの
学校のあり方に係る基本方針

子どもたちの資質・能力を一層確実に育成するための望ましい学校の
あり方に係る基本的な考え方を示す

～学校の教育環境に関する部分を具体化～

～学校施設に関する部分を具体化～
（個別施設計画）
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（仮称）佐倉市公共施設再配置方針
総合管理計画を推進し、実現化するため、最適と考えられる
中長期の方向性（継続、改修、複合化等）と実施時期を示す

第3次佐倉教育ビジョン（R2.3）

令和2年度～令和13年度

教育の振興のための施策に関する基本的な計画（教育基本法第17条第2項）

〔基本方針〕
(1)子どもの「輝く」力の向上をめざす【学校教育】
(2)子どもが「輝く」ための教育環境の整備・充実をめざす【教育環境】
(3)市民や地域の「輝く」力の向上をめざす【生涯学習】
(4)佐倉の「輝く」力の向上をめざす【文化・芸術】

佐倉市公共施設等総合管理計画
将来を見据えた適切な公共施設等のあり方を

検討していくための基本的な方針

各個別計画

〔基本方針１〕
子どもの「輝く」力の向上をめざす【学校教育】
〔施策の方向性〕
（１）学力向上・学習内容の充実に取り組みます
【施策】
■確かな学力の向上
■教職員の指導の質の向上

（２）豊かな人間性を育む教育に取り組みます

【施策】

■心の教育の充実

■学校教育における「佐倉学」の推進

■読書や芸術文化学習の支援・異文化理解の推進

■食育の推進・健やかな体の育成

（４）地域に開かれた学校運営を行います

【施策】

■地域に開かれた学校づくり

（５）安心して学校に通える環境を提供します

【施策】

■いじめや不登校等への対応の充実

■教育に係る保護者の負担の軽減

〔基本方針２〕

子どもが「輝く」ための教育環境の整備・充実をめざす【教育環境】

〔施策の方向性〕

（３）良好な学習環境を整備します

【施策】

■学校の施設整備の推進

■学校の教育環境の整備

■一人ひとりのニーズに合った教育の推進
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○ 開催スケジュール（現時点予定）

第1回 R6.8.14
・佐倉市の学校教育の現状 ・今後の進め方
・アンケート調査票（素案）の確認について

第2回 R6.10.10
・（１）児童生徒数の減少に伴う影響への対応に関すること。
・アンケート調査票（案）の確認について

第3回 R7.1.14
・アンケート結果について
（２）時代の変化に対応した最適な指導・学習に関すること。

第4回 R7.2月下旬 ・（３）多様な教育ニーズへの対応に関すること。

第5回 R7.3月下旬
・（４）これからの学校と地域の関わり方に関すること。

・（５）将来を見据えた学校施設の整備に関すること。

第6回 R7.5月中旬 ・（仮称）佐倉市におけるこれからの学校のあり方に係る基本方針（骨子案）について

第7回 R7.7月中旬 ・（仮称）佐倉市におけるこれからの学校のあり方に係る基本方針（素案）について

パブコメ（8月中旬～9月中旬）

第8回 R7.10月上旬 ・（仮称）佐倉市におけるこれからの学校のあり方に係る基本方針（案）について

１ 策定の目的など
１－３ 懇話会開催スケジュール
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